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はじめに一安保改定へ

一九五二年四月二十八日に発効した安保条約（旧安保条約と呼ぶ）の改定に

向けた日本政府内での動きが、一九五七年に入ってから本格化する．

その背景となったのは、１日安保条約の下で日本が「不平等」立場に置かれて

いたことであった。多くの日本国民は、旧安保条約の中で日本防衛義務を明記

せずに米軍が「一方的」に駐留する権利を享受していたこと対し、不満を抱い

ていた。その結果、こうした日米の「不平等」関係から脱して、日本の「独立」

性を高めるべきだとの要求が日本国内において強まっていた。こうした日本の

ナショナリズムは、保守的な政治家たちに共有されていた価値でもあった。

例えばすでに一九五五年八月、当時の璽光葵外相が訪米した際、米政府に対

し対等で相互的な日米の新安保条約への改定を申し入れた。だが、吉田茂の率

いる自由党と鳩山一郎の率いる民主党の対立による日本の政権の不安定さ、そ

して日本の防衛力不足を理由にして、ダレス(JbhnFbsterDulles)国務長官

が安保改定申し入れを一蹴したため、その後の改定論議はしばらくしりすぽみ

になっていた。しかし、同年十一月に実現した保守合同の結果、自民党内で再

び安保改定論議が高まった。だが、当時の自民党のリーダーであった石橋湛山、

石井光次郎、岸信介らは「日米関係の再調整」の必要性を認めながらも、安保

改定を「時期尚早」とする態度をとっていた｣。

「時期尚早」から交渉要求に至る条件とは何だったのか。つまり、どのよう

な条件が揃うことで安保改定へ向かうのか、それを分析するのことが本稿の目

的である。ここでは、米政府の国務省資料を使い、交渉に向けた日米両政府の

それそれの課題を明らかにする。

lEmbassyDespatch523（611.94/11-2756)，ｓｕｂ：ConservativesConsider

AdjustmentofUS-JapanRelationsandRevisionoftheSecurityTreatyand

AdministrativeAgrEement；CentralFile；RecordsofStateDepartment，ＲＧ５９；

NationalAにhives．
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(一）主要アクターの登場

…九五七年二月八日、社会党の和田博雄が衆議院予算委員会にて米国からの

ミサイル供与、核兵器の日本への持ち込み、そして安保条約廃止についての質

問を行った。それに答えて、当時の首相代理兼外相であった岸信介は供与され

るミサイルは研究用であり防御用であり核装備ではないとして、和田の批判を

かわし、核兵器の持ち込みを認めない旨を明言した2。そして、安保改定につ

いて、岸は「現在の日本で鴬えば、日米安全保障条約の規定によって、共同的

な立場でこれを守る段階」だとの認識を示しながら、「現在の状況を永久に続

けていくことをわれわれは望んではいない」、「日米交渉なり、理解なり、ま

た日本自体の防衛計画も立て、これに基づく防衛力の増強」が進む環境が出来

上がれば、安保条約を「改廃」する考えだ、と答えている3゜

こうした質疑の背景には、同年一月三十日に当時の群馬県相馬村にあったキャ

ソプ・ウェア演習場（旧日本陸軍相馬原演習場）にて空薬きょう拾いにきた日

本人女性をジラード（Williams・Girad）米陸軍三等特技兵が射殺する事件

（いわゆるジラード事件）４が起きていたことにあった。冒頭で述べた米軍に

対する日本人の国民感情に加えて、ジラード事件は反米軍感情に一層の油を注

ぐ効果をもっていた。また、二月七日にワシソトソ発外電が、日本政府の要請

に応じて日本へミサイル供与を行うことを米国防省が明らかにしたと伝えた。

この報道により、当時の日本政府は野党から日米関係のありように対する強い

２吉原公一郎・久保綾三編『日米安保条約体制史』（三省堂、一九七○年）二七八頁から

二七九頁。

，同上『日米安保条約体制史』、六○四頁から六○五頁。

０「ジラード辮件判決」、斎藤嵐・永井陽之幼・山本横縞『戦後資料・日米関係』（日本

評論社、一・九七○年）八八頁から九一頁。
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批判を浴び、国会審議において苦境に立たされることになった。この夜、行な
われたホーシー（OuterbridgeHorsey）駐日米公使との会談で岸は、ワシソ
トソからの「極めてタイミソグの悪い」ミサイル供与についての報道によって
国会運営が深刻な事態になるのではないかと述ぺた5。そして今後の対策とし
て、国務省に対しいかなる公表であれ、事前に日本との密接な協議を持つ重要
性を示唆し、注意を払うよう要請した`･ホーシーは、このミサイル供与報道
は国防省の不用意な対応の結果だと捉えたばかりでなく、つぎのような評価を
下していた。．

まず、国防省から出たミサイル供与の報道記事によって、日本における米政
府の立場はダメージを受けたことを挙げた。そして、一九五五年七月に行われ
た日本本土へのオネスト・ジョソ配備に関する発表のタイミソグの悪さを指摘
した。さらに、米大使館が保守政権に働きかけて日本の国会へ提出までこぎつ

けていた日米相互武器開発援助（ＭＷＤＰ）に対応する秘密保護法案とミサイ

ル供与報道が結びつけられ、同法案の提出そのものが危うくなっていると判断

していた（翌日には、小滝彬防衛庁長官が同秘密保護法案の国会提出を断念す

る閣議決定を発表した）。最後に、同ミサイル供与報道は再び日本に対し、核

の持ち込みついての了解を求めることが困難になってしまうため、日米関係全

般にわたるマイナス効果を与えていると指摘した。

日本の国内政治で新たな展開が起きた．病気療養中であった石橋湛山首相が

辞職し、同年二月二五日に岸政権が誕生した。岸新政権はその後、国会におい

‘EmbassyDespatch，８２５（611.94/2-1357)，MemorandumofConversation；

CerBtralFile；ＲＧ５９；NationalAmhives．

‘実際、ダレスはウィルソソ国防長官に対し、核兵器の配備のような極めてセソシテイプ

な問題について発表する際には、国務・国防の両省間そして在東京米大使館・極東軍の間

での事1MJ協議を行うよう求めていた。ＦＲＵＳ(Fo妃ignRelationsoftheClnitedState)，

1955-1957,VoLXXIII(ＵＳ.Ｇ､Ｐ､0,1991)，ｐ、２６９－p、２７０．
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て野党の攻撃に晒される事態を打開する方法として安保改定へと乗り出してい

くのである。

東京の米大使館は、同年三月十二日、日本政府や自民党内での安保改定に向

う動きを次のように国務省へ伝えたｱ。その電報は、手遅れにならないうちに

社会党が反対できないような「変化したことがわかる（sensible）」改定が行

われるべきだ、との外務省条約局高官の発言を紹介している。続けて同電報は、

同高官の指摘した点、つまりアメリカの利益を擁護してくれる保守勢力の立場

を強化する方法として安保改定の必要性、そして現在の政治状況下での実現可

能性を引用した。つまり、新安保条約（今後の改定交渉によってつくられる）

の適用範囲に日本の残存主権下の沖縄と小笠原を入れることによって、これら

の地域への自衛隊の「海外」派兵が可能となるばかりでなく、野党の社会党も

同提案に反対できない、というのだ。

そして、同電報は、岸ら政府の指導者たちは「現時点ではない」という条件

をつけながらも、旧安保条約の改定を公に唱えていたと記している。さらに、

岸は、五月に予定される訪米8に向けた準備の一環として、外務省に対し、至

急日米関係問題の研究にとりかかるよう命じている、と伝えている。東京の米

大使館は、岸の命じる研究の対象には１日安保条約、つまり安保改定が含まれる

と理解していた。そして、ワシソトソ訪問中に安保改定問題を持ち出すであろ

う岸にとっての問題は日本国内で高まる過度の改定への期待をどのようにして

抑えるかである、と判断していた。

核の持ち込みをめぐり政府が野党からの批判にさられていた一九五七年二月

十五日、マッカーサー（DouglasMacArthurLII）駐日米大使が着任した。

，Ｅｍｂｔｅｌｌ９９６（794.5/3-1257)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalAmhives．

Ｑアイゼソハワー政権は岸を米国へ招待し、その時期は同年五月を予定していた。

ＦＲＵＳ，1955-1957,Ｖ０１．ＸＸｎＩ，ｐ､270-ｐ､271.
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その四日後、岸首相代理を表敬訪問したマッカーサーは通常の儀礼的行事を終

えると、早速、本題を切り出した'･マッカーサーは、日米両国が同じ基本的

な目標、原則、目的を持っていること、そして、日米それぞれの利益に適う問

題への具体的な解決策を探し出すこと、さらに問題解決のために自由で率直な

議論が不可欠であり、こうした議論を通してこそ相互の利益と必要性を満足さ

せる建設的な合意に達し得るのだ、と力説した。加えて、これらの議論はあく

まで秘密裏に会談し交渉することが重要性であると強調した。このマッカーサー

の提案に対し岸は、率直に議論の重要性に賛同して、前任者のアリソソ大使と

同様に公私にわたって緊密な関係を保ちたいと述べた。

二月二十五日、マッカーサーは、事前に準備していたアイゼソハワー大統領

からの五月の首相訪米への招待１０を、石橋湛山首相の辞職により後継首相に予

定されていた岸に手渡した'1．三月十四日に行われたマッカーサーと岸の二人

だけの会談１２の中で岸は、国会での予算成立と－週間後に予定されている次期

総裁を決める自民党の党大会を理由に訪米時期について即答を避けた。だが、

岸自身がマッカーサーに対し、訪米招待を受ける前に、日米間でこれまで懸案

となっている問題について一回二時間程度で週二度、幅広く議論する機会をも

ちたいと提案した。この会談は、都合、八回から十回程度になるだろう、と岸

は述べた。そして、もし訪米となれば、こうした会談がもっと必要になるだろ

うとマッカーサーの了解を求めた。さらに、会談そのものを極秘にし続けるこ

とはできないが、実質的な議論の内容については確実に秘密にすべきだと付け

加えていた。この提案に対しマッカーサーは、国際情勢と相互の利益1Ｅかかわ

DEmbtell814iFRUS，1955-1957,ＶＯＬＸＸｎＬｐ､267-ｐ､268．

loMemorandumofConversation（033.9411/2-457)；ＦＲＵＳ，1955-1957,VoL

XXImp､259.

8lEmbtell848；ＦＲＵＳ，1955-1957,VoLXXnI，ｐ､270-ｐ､271．

I2Embtel2010（033.9411/3-1457)；ＦＲＵＳ，1955-1957,Vol・ＸＸＩＩＬｐ､272-

－２０
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ろ具体的問題であれぽ積極的な意見交換を歓迎すること、また会談内容を秘密

することをも了解した。

そして最後に両者は、この日の会談に関する記者向けのプレス・リリースに

ついて、駐日米大使が岸首相を表敬訪問し、岸訪米の今年中の可能性について

話し合ったのみで実質的な問題は討議されなかったとすることに合意した。だ

が、マッカーサーが国務省へ送った電報によれば、想像力暹しい日本の報道陣

は岸訪米とそれ以外についても話し合われたと報じるだろうと予測していた。

この点からすると、米大使館では当時の日本の報道ぶりに神経を尖らしていた

ことが伺える。日米の安全保障関係にかなりの紙面を割く日本の報道は、日米

安保改定を求める日本国内の圧力の高まりを象徴していた。

米大使館が同年四月五日付けで作成した「安保条約および行政協定の改定に

関する最近の考え方」と題する報告書'3は、改定要求の高まりとそれに対する

保守勢力の反応について十三ページにわたって分析している。

報告書は第一に、日本人としての誇りや愛国心の再発見にみられる日本ナショ

ナリズムの再興が顕著となり、日本が強いられている「不平等な」対米関係か

らの脱却に向かっていると当時の日本社会を分析し、台頭するナショナリズム

に対応して保守政治家の間でも独立の志向が強まっていると指摘した。

第二に、反基地キャソペーソを展開する左翼勢力の活動が、国会だけでなく

広く運動として増大してきていることから保守勢力に対して安保改定を緊急に

考慮するよう迫っている、と分析していた。

第三に、一九五五年五月から政府が強行する米軍立川基地拡張計画（砂川町

在）に反対する闘争（砂川事件へ発展）への学者・文化人の支援活動が左翼運

動を活気つけ、ジラード事件を契機に米軍基地関連の事件・事故に対する日本

国民の関心が高まっている、と指摘した。反基地運動を支援してきた日本の新

駒EmbassyDispatchlO60（794.5/4-557)；CentmlFileIRG59；NationalArchives．
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聞報道の論調は、ジラード事件以後、政府の介入もあって扇動的な報道から穏

健で現実的な報道へと変化してきており、安保改定の必要性を抽象的な論議か

ら具体的に説くようになっている、と分析していた。

最後に、同報告書はこうした安保改定への動きに対する保守勢力の反応につ

いて、国会での政策論議、自民党内部での検討、外務省の行動を取り上げた。

まず、岸自身の考えについてである。例えば二月四日から開かれていた国会に

おいて、社会党の繰り返す日米安保関連の質問に対する答弁から、安保改定に

ついて岸自身の抱く考えの輪郭が次第に浮上してきた、という。安保改定につ

いての岸の関心事は、（一）改定の時期、（二）より対等な新しい安全保障の

取り決め（三）岸訪米という当面の課題、以上の三点に集約されると読んでい

た。次に、自民党内部には日米関係を維持するために安保改定の必要を唱える

親米派もいるが、党全体の雰囲気は新安保条約を取り上げると自衛隊の海外派

兵問題を惹起しかねないので安保改定には消極的である、と判断していた。外

務省については、安保改定へ向けて岸〈当時は外相）の命令で日米間の相違に

関する研究に着手し、行政協定の具体的問題を洗い出している動きを米大使館

が注目していた。外務省内で行われている検討が、米軍の権利と義務を定める

ことや米軍の配備の変更に関する日米間の協議などを具体的問題として挙げ、

また、「対等」性を求める国内的圧力に応えるような改定の必要性を認めなが

ら、実際に「機能する条約」にすべきだと考えていることに、同報告書は関心

を払っていた。

報告書の理解するところによれば、この「機能する条約」とは米軍と自衛隊

との対等な関係を目指すものではなく、むしろ自衛隊の海外派兵が憲法上許さ

れていないことを前提とする条約であった。つまり、米側は「対等」性はあく

まで国内対策上から来るのだという考えが外務省では大勢を占めている、と理

解していたのである。結論として同報告書は、岸訪米への準備に向けた作業の

中で日本政府の安保改定への見解がより明確になるだろうと締めくくっている。

－２２
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こうして、岸訪米への準備を軸に、岸とマッカーサーとの秘密会談を舞台とし

て安保改定をめぐる非公式の日米交渉が展開することになる。

(二）アジェンダ・セッティング

一九五七年四月四日に開かれた岸信介首相とマッカーサー駐日米大使との会

談Mにおいて、岸は首相としての初訪米の時期を六月としたいと伝えた。そし

て、マッカーサーとの間で予定される一連の会談の議題について、次の八点を

提案した。

第一に日米関係における問題の一般的分析。第二に安全保障および防衛に関

する取り決めを含めて問題除去のための政策と措置。第三に領土問題、第四に

東南アジア経済開発における日米間の協力。第五に日米の通商関係。第六に中

国との通商問題。第七に世界および東アジア情勢についての再検討、そして、

その他、となっていた。

四月十日に開かれた岸・マッカーサー会談L`は、一時間半を要した。最初の

－時間十五分をかけて、岸は準備してきた議論の要点文脅（talkingpaper）

を読み上げ、残りの十五分が日米の意見交換となった。

岸がマッカーサーの前で読み上げた文書は、「日米間の潤滑な協力を妨げる

原因に関する分析」と題し、それに付属文書が添えられていた!`。この本文と

付属文欝は、一連の会談を通じて日本の国内状況を米側に理解してもらうため

の目的をもっていた。交渉戦略の視点でみると、そこで岸が作戦は国内で岸政

j0Embtel2205（033.9411/4-457)；ＦＲＵＳ，1955-1957,Ｖｏｌ・XXIII，ｐ､274.

1sEmbtel2555（611.94/4-1057)iCentrnlFile；ＲＧ５９；NationalArchives．

!`Ｅｍｂｔｅｌ２２５６（611.94/4-1057)；CentralFile；ＲＧ５９；NationaIAmhives．
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権を批判する立場の論理を展開することで自らの立場の困難性を一層強調し、

交渉相手の理解と譲歩を得ようというものであった。まず、国内で政府に対す

る批判として指摘された点を並べて､Ⅱつぎにその問題の解決のために相互の努

力が必要だと説き、その結果、米国の利益を最も理解しているのが自分である

ことを印象付けることになるのである。

同会談での岸の主張は、三つの点から構成される。まず第一点として、日米

の基本的な関係について他の自由主義諸国と同様に基本的な利益を共有し、こ

れまで困難な問題解決へ向けて相互に協力を行って来たが、不平等な１日安保条

約が厳然としてある限り日本の国民感情は日米の一層の協力を阻む要因となっ

ている。そこで、相互の協力体制を強化するため両政府がこの要因をどのよう

に評価し、そして取り除くことができるかにかかっている、との今後の日米両

政府の取り組むべき課題を呈示した。

第二点として、共産主義者や左翼を除けば、基本的に反共である日本人は、

国民生活さえ安定すれば、極端な行動に走ることはなく、米国、アメリカ人に

対して友好的である。決して反米感情を抱いているわけでなないが、米国の外

交政策に対して批判的で、反対の立場をとる人が、保守層にも少なからず存在

する。こうした批判の存在は日本人の反米感情の顕れだと指摘されるかもしれ

ない。こうした批判が生まれているのは、日本人の間に、（－）戦争への嫌悪、

とくに米国の対日軍事政策への強い反対、に）日米安全保障体制下での日本

の従属的地位に対する憤慨、（三）領土問題によって引き起こされる反感、

（四）米国市場での日本製品に対する制限的措置と対中国貿易禁止をめぐる不

満、などがあるからだと指摘して米国に対する感情についての理解を求めた。

第三点として、真の協力関係を築くため、相互の努力の必要性を強調した。

岸が読象上げた本文に添えられ同付属文書は、上記の第二点を補足する説明

となっていた。それによれば、日本人の抱いている戦争を嫌悪する感情は、戦

前の軍国主義への強い反省、戦後憲法に象徴される平和主義に基づいており、
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たとえ冷戦の時代であっても、国際環境の変化に対応して容易に変わっていく

ものではない、と捉えていた。

つぎに、米国の軍事政策に関する日本人の理解のあり様を説明した。日本人

は米国が軍事力によって世界平和を維持し、優位性を誇示することにより共産

主義者の侵略意図を最も効果的に打ち砕くべきだとする軍事政策を理解してい

るとはいえない。だが、日本人の目には、こうした米国の政策が戦争という手

段によって共産主義勢力の完膚なきまでの打倒をめざした戦争政策だと映って

いる。つまり、日本人は一般的に、戦争を抑止するための軍備について、戦争

のための手段だと理解しているのだ、と強調した。

加えて、当時の日米安保と在日米軍の存在が投げかける日本人への影響をつ

ぎのように述べている。全ての常識的な日本人は、日本の安全保障のためには

米国との協力が必要だということを理解している。しかし、同時に日米安保条

約は戦争を予定する米国の軍事政策を日本に適用するものでしかないと感じて

いる。在日米軍の存在によって引き起こされる問題はこうした軍事政策の象徴

として日本人に印象を強めている、と指摘した。米国にとって核実験は戦争防

止のために不可欠だろうが、日本人には核実験は核戦争に結びついて捉えられ

るという核兵器に対する国民感情の根深さを説明した。

そこで、岸は、こうした感情が米国の政策に関する日本人の誤解あるいは無

理解から生じているのだから、胸襟を開いた日米相互の検証を通じて修正する

方法を日米双方が真剣に検討するべきだ、と主張した。この発言こそに、岸に

対する米側の評価を高め、信頼できる交渉相手だとの狙いがこめられていた。

こうして岸は、当時の日本人の抱く国民感情を利用して、非公式な形の安保改

定交渉に乗り出そうとしていたのである。

この付属文書は、上記の国民感情以外に、日本の従属的地位、領土問題、通

商問題についても記していた。

それによれば、ほとんどの日本人は当時の日米安保条約を日本の対米従属の
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象徴として見ている、と述べる。日米間の安全保障に関してある種の取り決め

の必要性を認める人の間でさえ、かなりの自主防衛能力を高め、国連加盟（一

九五六年十二月）を果たした今や、日米安保条約は見直されるべきだと考えら

れている点を強調した。また、一方的に米軍に日本駐留の権利を認めている点

で不平等な安保条約だとする批判以外にも厳しい批判がある、と日本人の反米

感情を説明している。それは、当時の安保条約では日本に駐留する米軍は日本

の意志や直接的防衛とかかわりなく兵力の展開ができるため、他の極東地域で

起こる敵対的行動に日本が巻き込まれるという不安であった。この点は、戦争

への嫌悪感情や対米従属認識などと結びついて、一層強い批判を形作っている

と語気を強めている。さらに、日本の自衛力は米国の圧力の下で創設され、増

強されていると日本人が感じている、と指摘する。米軍部が時折、日本の防衛

努力の不十分さに不満をぶつけていること、駐留米軍経費をめぐって日米両政

府間での対立する事態が生じていることなどから、日本側の抱く感情を述べた。

このように岸は当時の日米安保体制に対する日本人の認識を全面に押し出し

て、マッカーサーに対し日本の現状把握を促して、安保条約改定の必要性と緊

急性についての理解を求めたのである。

次に岸は、沖縄と小笠原に関する領土問題について、米国は日本人の国民感

情を刺激している、と指摘する。日本の固有の領土であるにもかかわらず、な

ぜ沖縄と小笠原が日本から切り離されているのか、日本人は理解できないと主

張する。日本は沖縄と小笠原に対する残存主権を持っているけれども、米国が

この地域を半永久的に保持する意図について、日本人は疑念を隠しきれない。

つまり、米国の掲げる領土不拡大原則に対する日本人の不信感が極めて強いこ

とを説明した。また、外国支配下におかれた沖縄の人々に対する国民的同情は、

同時に反米主義を高揚させる、と指摘した。この背景には本土の日本人も占領

を体験しただけに占領下の沖縄の状況が誇張されて理解されていると岸は説明

した。ここでの問題は米国の沖縄統治の実像ついて日本人側の無理解にあると
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述べている。さらに、沖縄の軍事的重要性を理解しつつも、沖縄全体の施政権

を保持する必要はないとする考えを取り上げて、基地を除く民間地域の返還

(飛び地返還)を示唆した。

それは、米国統治下の沖縄についての岸自身の認識を反映する説明であった

に違いない。日本占領とは異なって、安定的な米国の沖縄統治が行われれば沖

縄に対する日本の国民的同情も変化する、と岸は考えていたのだろう。軍事的

要請によって沖縄保有を必要とする米国の政策に理解を示す岸にとって、米国

の沖縄統治そのものの変更を求める考えを持っていたのだろうか。部分返還を

唱える表現があるからといって、領土問題としての沖縄問題の解決を、優勢順

位の高い課題だと岸自身が考えていたと見なしていいのだろうか。固有の領土

という視点から、占領下におかれた自国の一部を取り戻すのは、一国の指導者

としてば当然の行動であり、ナショナリズムの発露が生じるのは説明を要しな

い。その意味では、岸以前に、重光外相がダレス国務長官に対し米国に対し領

土問題としての沖縄問題をとりあげた。

沖縄について当時の国民的同情と岸の認識に共通しているのは、米軍占領下

で基地の集中する沖縄の状況が緊急に解決を迫られる問題として見なされてい

なかった点にある。では、岸政権の中で領土問題がどの程度の優先順位と位置

付けられていたのか疑問となる。なぜなら、日米関係の円滑化に障害となって

いる問題として領土問題が取り上げられているのであって、日米関係の改善が

進めば、解決を図るべき問題としての領土問題は消滅するのである。つまり、

岸にとって沖縄問題は緊急に解決しなければならない問題ではなかったといえ

るだろう。むしろ、その沖縄問題を取り出す狙いは、日米の関係強化を図り保

守政権への揺ろがない支援を米国から取り付けることにあった。

最後に、同付属文書は（四）の米国市場での日本製品に対する制限的措置と

対中国貿易禁止について述べる。それによれば、安全保障に関する日米協力に

反対する人であっても、米国との密接な経済関係の必要性を強く認識している。
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日本人は日本の輸出が米国市場に依存していることをよく理解しており、日米

間の通商関係の健全な拡大を希望している。にもかかわらず、米国・アラバマ

州とサウス・カロライナ州で日本製品のボイコットを進める動きがあることは

通商の分野にとどまらず米国内の反日運動として受け止められるかもしれない、

と指摘した。また、米国が日本に求める中国との貿易禁止措置は日本経済の発

展の点からすると理解に苦しむと述べて、対中貿易の緩和を求めた。

以上が、岸の考える当時の日米両政府間で緊急に話し合われるべき議題のリ

ストであった。

しかし、この岸の文書（説明）を受けてマッカーサーは、日米間の協力を妨

げる原因として日本人の国民感情を岸自身が支持していないことと、この文書

からは岸自身の立場が明確にされてはいない、と国務省に報告していた１７。岸

の交渉戦術にすぐに乗るほどマッカーサーは単純ではなく、むしろＩ慎重に事態

を眺め冷静であった。

(三）脱得の具体化

岸信介首相とマッカーサー駐日米大使との第一回秘密会談は、一九五七年四

月十日に開かれた。一九五○年代後半の日本の国民感情は日米関係のありよう

に対して不信に満ちつつある、と強調した岸の説明に対し、マッカーサーは次

のように答えた。

米国の対日政策に対する日本国民の誤解を解くには、両国における確固とし

たリーダーシップが必要である。米国では、孤立主義から決別して国際社会で

の米国の責任を果たすよう国民の感情を喚起し、大統領の強力なリーダーシッ

HｱEmbtel2205，ibid．
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プによって米国民の理解を得ることができた。そして、米国の大統領と同様に、

日本において岸がリーダーシップをとることによって、日本国民が必要とする

ことを国民の前で明らかにできる、とマッカーサーは述べた。それに対し、岸

は我が意を得たかのように岸政権こそが日米関係を再調整できるのだ、と言葉

を強めた。

岸は安保改定の打診を目的に、重光葵外相に同行して一九五五年八月に訪米

した際、ダレス国務長官が日本側につけた注文をマッカーサーの前で繰り返し

た。ダレスの注文とはひとつには、日本の国内政治の安定であり、もうひとつ

は効果的なリーダーシップの発揮できる強固な政権の樹立であった。岸は重光

の訪米後には、保守合同を実現させ、それによって安定的な自由民主党が政権

を担当するようになっている、と岸は二年前にダレスから渡された宿題をこな

してきたことを強調した。残るのは､《国内における岸のリーダーシップの信頼

性を米側に納得してもらうことが、ここでの重要な課題であった。

マッカーサーに対し岸は、鳩山一郎と石橋湛山の二つの自民党政権下では保

守勢力が十分に統合されていなかったと指摘し、党内派閥抗争の存在を認める

ことから説得を開始した。その上で、岸政権下では派閥対立はかなり解消され、

安定的、長期的政権だと国内では見られている、と岸は自賛した。これは、一

九五五年のダレスの注文に対し日本が確実に答えてきた結果であり、今や両国

政府指導者のリーダーシップによって、日米関係を阻害する国民感情を是正で

き、そして尖行できるのが他ならぬ岸自身だ、とするマッカーサー説得となっ

ていた。

マッカーサーは、以上の岸の説明についてのコメントを次の第二回会談に行

うと述べて、同日の会談は終わった。

マッカーサーは、早速、国務省へ岸説明に対するコメソトを求めた。国務省

は、岸の説明について明快かつ率直であり、米国には助かる趣旨であると述べ

たものの、論点を整理したトーキソグ・ペーパーを至急作成して、第二回会談
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までに送る、とした蝿.しかし、国務省で準備されていたトーキソグ・ペーパー

が東京の米大使館に届くより先に、東京の米大使館ではコメソト案が作成され

ていた1,゜それによると、米国の対外政策に関し日本国民が間違った見解を持っ

たのはなぜか、そして岸の考える問題点の詳細を朗らかにすることの二点を、

大使自身が次回の会談で取り上げるよう提案していた。つまり、当面は岸の提

案の内容を質した上で、米側の対応を考える方針となった。

第二回秘密会談鯛は、三日後の四月十三日に開かれ、－時間三十分を要した。

マッカーサーは準備してきたコメソトを述べ、続いて岸が、前回と同様に、議

題に関する二つのトーキソグ・ペーパーを読み上げてマッカーサーに手渡した。

ひとつは「安全保障と防衛に関する取り決め」鋤、もうひとつは「領土問題」

型と題する文醤であった。前者の「安全保障と防衛に関する取り決め」は、安

全保障と防衛の分野における日米の協力関係を強化するために対米従属だと日

本国民が考える点を除去することが不可欠である、と指摘した。そして、それ

を具体化する措置として日米間の安全保障の基本目的は極東における戦争防止

にあることを日米両政府が再確認すべきだ、と述べた。それは言い換えれば、

米軍ば日本および極東地域における防衛のために日本に駐留することを両国政

府が確認すべきだ、と強調した。この点は、旧安保条約の在日米軍は日本国内

の内乱と騒じょうに対して出撃できる（第一条）ことになっていたことを改定

する要求であった。日本の内乱への米軍介入の可能性が排除されれば、日米共

通の利益を日本人に理解してもらえる、と岸は指摘したのだった。

次に、岸はこの文書を通して「真のパートナーシップの確立」のために、１日

loDeptel2294（611.94/4-1057)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalArchives、

I9Embtel2290（611.94/4-1257)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalAr℃hives･

鋤Embtel2304（611.94/4-1357)iCentralFile；RG59iNationalArchivBs、

2IEmbtel2305（611.94/4-1357)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalArchives・

翼Embtel2306（611.94/1-1357)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalArchives．
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安保条約の改定と日本の防衛力強化という二つの提案を行った。日本防衛に必

要な自衛力を強化してきたこと、前年十二月に日本が国連に加盟したこと、そ

して旧安保条約が締結された当時に比べて日本の環境が変化してきたことの三

点をとりあげ、こうした新しい環境に対応する安保条約にするのが望ましいと

改定を提案した。

改定にあたり基本原則の第一として、米軍の配備の変更（disposition）お

よび使用（use）については、原則的に日米間の相互協定に基づいて行われる

こと・第二として、安保条約と国連憲章の関係を明確にすること（たとえば、

地位協定の前身であったﾉ当時の行政協定第二十四条の下でとれる措置を国連安

保理事会に報告することを条約か協定に盛り込むこと）。第三として、当時の

安保条約第四条を改定して、五年間の効力後は一方の締約国の終了通告によっ

て一年後に失効する規定を盛り込むこと。

以上の三点の考え方は、後に、それぞれ事前協議制、新安保条約第七条、そ

して第十条（「十年間」の効力後に変更されて）へと結実することになる。改

定の方法については、旧安保条約の修正を通じて行うとし、新たな相互防衛条

約を締結しないこととしていた。相互防衛型か否かの議論を避けて、安保改定

は行うものと提案されていた。

なぜ日本側は旧安保条約を相互防衛条約に代えることを避けようとしたのか。

それは、現在でも有効となっている「集団的自衛権の行使」は憲法に違反する

という日本政府の憲法解釈に抵触するからであった。新たな形で相互防衛条約

を結ぶよりも、たとえ内容において相互防衛タイプの条約となるのであっても、

手続きとして旧安保条約の修正という形式がとる方がもっとも、国内での説得

を容易にできる日本側が判断していた。さらに、岸は、当時の１日安保条約のも

とでの米軍に一方的に与えられている駐留権があるがため、日米間の安全保障

協力の必要性を認める日本人、とりわけ知識層、においてさえ旧安保に反対せ

ざるを得ない、と述べる。これらの日本人が公然と支持できる内容の安全保障
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条約に改定されるのであれば、両国関係にとって測り知れない利益が生まれる、

と指摘した。

(四）ロジック

一九五七年四月十三日、岸信介首相とマッカーサー駐日米大使との間の秘密

会議において、安保改定に続いて日本の防衛力強化が取り上げられた。日米間

の「真のパートナーシップ」を築くためには、日本人に自国防衛の自覚と責任

を持ってもらうことが必要だという岸の考えに雑づいていた。

岸は日本の防衛計画についてつぎのように述べた。第一に現在、一九六○年

度までの三ヵ年防衛計画を簸定中であり、岸訪米時（六月を予定）までに決定

される予定であり、その計画が着手されれば、日本防衛の第一次的な責任がと

れるまでに防衛力は強化されるだろう。

第二に、岸は米軍の撤退問題を取り上げた。本土における米軍の兵力は、軍

事だけでなく他の要因も含めて広い視点から検討される必要がある。それは極

東における共産主義国家に対し、防衛に関する日米間の強固な絆の存在を認識

させることが必要であり、そのためには兵力規模よりも、日米間の絆が日本国

民から全面的な支持を得ていることがより重要である。日本の防衛力強化の努

力に加えて、在日米軍の可能な限りの地上部隊の全面撤退が最も望ましく、そ

れは日本国民に対し自国防衛の責任を覚せいすることになろう、と述べて、米

国の利益にも適うのだとたたみかけていた。

第三に、岸は、自衛隊の強化を図ろと同時に、米軍撤退に伴い米軍基地の日

本側への返還（自衛隊への移管）を要求した。だが、緊急時に際して、米軍に

対し主要施設の使用を認めることを同時に付け加えていた。日本の国民感情を

考慮して、基地の全体的な見直し検討をはかることが望ましいと提案した。
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つぎに、領土問題として、米統治下にあった沖縄と小笠原が取り上げられた。

第一に、岸は日本本土の国民の目には米国の軍事的必要性のためになぜ沖縄

統治が必要なのか理解できないのだ、と述べた。疑問は二点。米軍の説明によ

れば、西太平洋の島喚弧において沖縄が重要だというが、同じ島填弧を形成し

ている日本本土が除かれ、なぜ沖縄だけなのか。また、米軍が施政権すべてを

握り軍事基地のある沖縄には住民が存在しているのに対し、沖縄と同じ地位に

置かれている小笠原諸島への旧日本人住民の帰島を認めない理由とは何か。小

笠原諸島には戦前まで日本人が移り住んでいたが、戦後に本土への送還が行わ

れ、日本人の以前以前から住んでいる人々が暮らしていた。これらの点は、日

本固有の領土である沖縄と小笠原の回復を求める日本国民の素直な疑問であっ

たにちがいない。

第二に、岸は沖縄の不安定な内政を挙げた。沖縄問題に対する国民感情を別

にすれば、沖縄における米国の統治に対する反対運動の高まりは日米間の重要

な障害になる。日米相互の利点のために、米国による沖縄や小笠原の統治の期

間を区切るようにすべきだとして、講和条約第三条において日本から切り離さ

れた領土の回復を要求した。

具体的には、第一に、十年後に沖縄や小笠原の民政権（CivilPower）を日

本に返還する。第二に、米国統治下であっても、沖縄住民の自治を最大限拡大

し、軍事的必要性と両立する範囲で沖縄での日本の法律を施行させて住民の生

活を安定化する、また小笠原においては１日日本人住民の帰島を認め、軍事的に

重要度の低い島を可能な限り日本へ返還する。第三に、十年以内に極東におけ

る緊張が十分に緩和されたと判断されないときには、日米両政府が安全保障の

視点から再協議することとする。いわば十年後の返還を目標として、その間に

可能な分野から返還を促進するという内容であった。また、極東における安全

保障環境の変化に応じて、合意した十年後の返還を見直すことを含んでいた。

前者は日本側の要望であり、後者は米国側への配慮となっていた。
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最後に岸は、沖縄住民だけでなく日本人も米国の沖縄統治が「半永久」に続

けられるのではないかと不安を抱いているので、それを取り除くためにも、時

期を区切るべきであり、講和条約第三条にもとづく米国の権利は「暫定的な性

格」だと判断されるので、日米間の相互理解にもとづいて返還時期を設定した

ほうが、沖縄や小笠原における米国の地位を安定的にできるだろう、と述べた。

岸のいう十年後の返還合意には、「安定的な地位」と指摘されるように返還

後においても米軍基地は存続することを想定していた。講和条約第三条でいう

諸島の日本への返還目的は、日米関係の強化であり、安定化のために必要であ

るという論理であった。つまり、国際法の視点から戦争状態に終止符を打った

調和条約よりも、新たな条約によって沖縄の米軍基地の存続を保証し自由な使

用を認める方が、日本のナショナリズムの高揚による反米感情を鎮静化できる

とういうのだ。施政権の返還と基地の自由使用とは両立できるのだという六○

年代半ばに米政府内で登場する沖縄返還論の骨子がすでにここに登場している。

マッカーサーは、日米間で一致していない認識を取り上げ日本側の理解不足

を指摘し、極東地域の米国とその友好国との関係を述べるにとどまった。特に、

安保改定と沖縄・小笠原返還の二つの提案に関して、'慎重を要するとコメント

を避けた。同時に、これらの提案について「極めて深刻に困難」だと率直な感

想も付け加えた。

十年後に実現目標を掲げた沖縄・小笠原返還要求は、岸自身の発案というよ

りも外務省内部で作成されていた。沖縄で起こった土地闘争（前年六月のプラ

イス勧告阻止決議）や瀬長亀次郎那覇市長の登場（前年十二月）は、沖縄だけ

でなく日本本土における沖縄復帰の要求の高まりだと判断した外務省では、復

帰運動を抑えて自体の安定化を図るため、米国による沖縄と統治の時期を区切

るよう検討していた。外務省の案では七年とされていたのを、岸が米国との駆

け引きに使いたくないと主張し、政治的に実現可能があると判断したことで、

十年へと変更された。岸は、その十年の間に、長期にわたり相互に満足できる
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取り決めを生み出せるまで日米関係が強化されるだろうと考えていた。また、

その後に日本国内では憲法が改正されるだろう、とも考えていた。岸の考える

ロ米関係の協力強化は、心理、政治、軍事だけでなく憲法改正を含む日本国内

の大きな変更を視野に入れた榊想であった。

岸とマッカーサーとの間の第三回秘密会談幻が、外務省内で同年四月一七日

の午前に開かれ、一時間半を要した。

ここでは、議題として東南アジアの開発に関する日米の経済協力の通産問題

が取り上げられた。議圃に入る前に、岸は、前回の秘密会談で取り上げた軍事

的側面での日米関係を多分に強調しすぎたが、それは日米関係について日本人

のなかに存在する誤解を知ってもらうためである、とマッカーサーの理解を求

めた．蝋部の分野以外にも日米が共通の利害をもち、相互に利益のために密接

に協力できる分野が存在することを日本人に理解してもらう必要があり、その

分野こそが、経済の分野だ、と強調した。そして、東南アジアの開発と日米間

の通商問題の二つに関するトーキソグ・ペーパーを読み上げた。

マッカーサーの関心は、経済分野よりも軍事、領土問題に集中していた。岸

に対しマッカーサーは、この一連の秘密会談で述べた岸の考えを公にするべき

ではないと強調した。理由は、これらの内容について日米間で合意は何一つ出

来上がっていないし、もし明らかになれば、岸自身が六月のワシソトソ訪問中

に、これらをきわめて深刻な問題として取り上げざるをえなくなる、という点

にあった。つまり、岸の対米交渉における柔軟性が失われるばかりでなく、成

果が上がらなければ国内における岸自身の評価を下げるだけだ、という警告で

もあった。その意味で、米政府関係者においてもこの一連の会議内容について

は必要とされる範囲内で知らせる（need-to-knowbasis）こととするよう

配慮したい、とマッカーサーは伝えた。

幻Embtel2332（611.94/4-1757)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalAにhives．
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(五)リアクション

マッカーサー駐日米大使は、第二回会談で岸信介の提出した「安全保障と防

衛に関する取り決め」と「領土問題」関するトーキソグ・ペーパーをワシソト

ソの国務省へ送付すると同時に、極東軍総司令官レムニッツアー(LymanL

Lemnitzer)陸軍大将と太平洋軍総司令官のスタソプ(MixBStump)海軍提

督へそれぞれ送った。軍部にとって、安保改定と沖縄・小笠原返還の提案は重

要な問題となると判断されていたからである。

一連の会議のなかで、マッカーサーは岸が提起した安全保障と領土問題に十

分に関心を払う必要がある、と国務省へ報告している20．

第一に、岸との間で日米関係は転換期に入っていることで一致したが、この

先の二ヶ月ないし三ヶ月で日米関係が急速に劇的に壊れていくとは考えられな

い。むしろ、米国が基本的問題への基本姿勢を建設的な方向へと転換しなけれ

ば、日本における現在の流れからして、数年のうちに米国の立場が次第に侵食

されていくだろう、とマッカーサーは予想していた。さらに続けて、こうした

侵食は、日米の敵対的な雰囲気な雰囲気が高まるなかで、両国関係の中で最も

重要な安全保障の分野における相互依存関係の可能性すらも潰してしまいかね

ない、とマッカーサーは警告する。つまり、日本で現実に起こっている事態を

踏まえた対日基本政策を米国自身が再検討しなければ、日米の安全保障関係に

おいて極めて困難な事態を迎えてしまうかもしれないというのであった。

第二に、マッカーサーは岸について、有能で志をもち、政治に長けた政治家

だと高く評価していた。その岸が日本の国民感情を集約して日米の協力強化に

乗り出そうとしている、と判断していた。それに対して、米国が新しい日米関

係の強化とは異なる方向へ日本を引っ張るであろう、懸念を表した。

鋼Embtel2336（611.94/4-1757)iCentmlFiIe；ＲＧ５９；NationalArchives．
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第三として、岸の言う国民感情とは西洋の世論とは異なるものであり、日本

の指導者たちに共通に見られる判断であるということであった。それは、西洋

の基準からすればきわめて非論理的であるけれども、吹第に昇華して国家の基

本政策へとなっていく、とマッカーサーは考えていた。安全保障と領士問題が

これから先の十年にわたって日本の基本目標だと岸は考えている、とマッカー

サーは判断していた。

第四として、この秘密会談で岸が議題として取り上げた内容は、驚くべきも

のではない、とマッカーサーは見ていた。だが、これまでとは異なる点は、日

本政府の首脳から述べられていることだと強調していた。

第五として、米国が直面する問題は経済上、安全保障上の必要性から日本が

米国に必然的に結びつくと判断されたときに終結を迎えるだろうとマッカーサー

は考えていた。岸が日本の国民感情に存在する中立主義的な志向へと向かうな

らば、岸の支持基盤はかなり強固となる。日米関係が大きな再調整を必要とし

ているにもかかわらず、もし日本の指導者たちが米国にそんな態度がみられな

いと判断したとき、国際社会において日本は米国から離れて行動し始めるであ

ろう、と。

第六として、岸の提案は一方的な内容となっている、とマッカーサーは判断

していた。つまり、日本は国際社会の中でどのような役割を果たそうとしてい

るのか、世界の平和と秩序にどのような貢献をしようとしているのか、何も触

れていない、と岸提案を批判していた。その点で、長期的な日米のパートナー

シップのありようについて岸に一層考えてもらう必要がある、とマッカーサー

は考えていた。

第七として、岸は東京やワシソトソでの交渉において双方の立場を明確にす

る努力をするべきである。

第八として、米政府は岸の提案に対し真剣に受け止めて、対日政策の基本を

再検討するよう、マッカーサーはワシソトソに求めていた。もし米政府が岸の
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ワシソトソ訪問中に、真のパートナーシップにむけた日米関係の再調整を図ろ

素地を作り出すことができなければ、米政府艫は米国の利益を損なうような決定

を次第に重ねて行くことになろうと、警告を発していた。

つまり、マッカーサーは他の同盟国と同様な対等なパートナーシップを、可

能な限り早急に、岸を通じて日本との間に築くことが必要とされているのだ、

とワシソトソに対して訴えていた。

岸首相とマッカーサーとの第四回目の秘密会談淫は、－九五七年四月二十日、

約二時間にわたって開かれた。

会談冒頭で、マッカーサーは日本の新聞が六月に予定されている岸訪米に何

らかの成果を期待する報道をしていることに関し、この訪米は交渉のためでは

なく、率直な意見交換を通して日米の基礎を築くためにあることを強調した。

この一連の会議で岸が提出したトーキソグ・ペーパー（主張の論点を整理した

文醤）やコメソトをマッカーサーは「具体的な提案」としてではなく、日米相

互の関心事についての岸の考えを示した一方的な説明であると、国務省へ報告

していると述べた。さらに続けて、米政府はこれまでの会談における岸の明確

で率直な発表に深く感謝しており、訪米の際には詳細にわたる意見交換ができ

るだろうと、と述べた。

それに対し岸は､一連の会談目的について全く同感だとし、日米間には深刻

な溝は存在していないと述べた。そして、予定していた「対中貿易と問題点」

に関するトーキソグ・ペーパーを読み上げた。その後、マッカーサーがコメソ

トを読51A上げた。

次に、対日政策の全般的状況への認識を記すトーキソグ・ペーパーをマッカー

サーが読み上げ、岸に手渡した。この米側のトーキソグ・ペーパーは、この一

連の会談で岸が提出してきたものと直接対応していなかった。それは、ダレス

2sEmbtel2379（611.94/4-2057)；centralFile；ＲＧ５９；Nationa1Amhives．
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国務長官がマッカーサーに対し、岸との秘密会談を重ねると日米交渉において

米側が不利になりかねないとの判断に立ち、会談の回数を減らすよう指示があっ

たからだあ。

またマッカーサーも、今回の岸訪米の目的は交渉ではなく、あくまで意見交

換だと考えていた。そのため、岸が提起した問題点全てにわたって米側の意見

を表明することは賢明なやり方ではないと判断していた。マッカーサーは、岸

に対する米側のトーキソグ・ポイソト(論点)を全般的な情勢認識にとどめたば

かりでなく、五月末から六月にかけて予定されていた岸の東南アジア訪問を理

由にして会談回数を減らすように慎重に提案した。岸が残りのトーキソグ・ペー

パーを提出した後の会談は、せいぜい四回ないし五回になるだろうとマッカー

サーは予想していた。残る会談では、米側はトーキソグ・ペーパーを提出せず

に、むしろ、口頭で岸の提起した問題の難しさを説明し、日本が考える積極的

な貢献を尋ね、さらに岸訪米のさいに具体的に取り上げられるであろう問題を

議題としてぶつけてみることとしていた"。

実際に四月二十日の会談では、マッカーサーの読み上げたトーキソグ・ペー

パーに対し岸が率直な意見交換の重要性を強調する発言に終始して終わった。

(六）反共という共通目的の相互確麗

第五回の秘密会談は、五月三日に開かれた。そこでは、世界および東アジア

情勢に関する日本側の認識について岸信介が説明した。マッカーサー大使は、

特にこの場でのコメソトを控え、次回、五月八日の会談で、米側の世界情勢認

釦Deptel2268（611.94/4-1857)；ＦＲＵＳ，1955-1957,Vol、XXIⅡ，ｐ､280.

打Embtel2374（611.94/4-1957)；CentralFile；ＲＧ５９；NationalAにhives．
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識を述べるとした。予想した通り、岸が見解を述べて問題を提起してきたのに

対し、五月八日の会談はマッカーサーが米政府の立場を説明する場となった。

会談を前にマッカーサーは、次のような六つの論点を軸に展開しようと準備し

ていた闘。

第一に、世界戦争や地域戦争から政府砿覆にいたるまでの共産主義者たちの目

標と戦術に関する認識は、マッカーサーも岸と同じであることを確認する。共

産主義者たちは軍事と他の要因を組み合わせて政府転覆を図ろうとし、西側が

ガードを緩めると軍事力に訴える戦術へといつでも転換することを、日本側に

対し強調するべきである。それは、核兵器の貯蔵を含めて米国の軍事政策を日

本人に理解してもらうのに必要だと考えていた。

第二に、岸の世界戦争を抑制し、地域戦争に備え、そして政府転覆に対･処す

るという三段階戦略については同愈できる。そのためには、軍事と経済との適

正なバラソスが璽要である。つまり、軍事予算を増額して、政府転覆の可能性

を減少させることが必要となるが日本はどのような努力ができるかを検討する

ことを提案する。

第三に、反共戦略上、西側同盟としての日本の役割に関し、基本的に共有す

る日米の利益について明確にした上で、日本が責任ある役割を果たしたいと公

に表明することを望む。多くの西側同盟国は全面戦争を抑止する米国の報復力

にだけ頼ることはできないため、「防衛傘」としての基地や施設など、米軍に

提供を行っている。日本はそのことを理解し、「国民感情」を修正して、集団

安保への参加を真剣に検討するべきだ、と指摘する。

第四に、共産主義に対し、完壁に防衛ライソをひく事は実際的ではない。例

えばSEATO（反共国家の集団安保である東南アジア条約機構）のように、侵

略に対し報復力に支えられた機動打撃力の保持が重要である。その機動性を維

■Embtel2496（611.94/5-357)iCentralFile；ＲＧ５９；NationalAmchives．

－４０－



安保改定への条件：1957年２月から５月（我部政明） 4１

特するために、このアジア地域での密接な同盟関係の確保のほかに、米軍の展

開できる出撃基地が必要とされる。これらが米政府にとって、米軍への基地提

供の重要性について日本に一層の認識を深めて欲しい点であった。

第五に、核実験に対する日本の「国民感情」によって岸政権が問題に直面し

ていることは同情できる。だが、核実験を停止することによって他の核保有国

に軍事的に遅れをとってしまうかもしれない危険よりも、多少の危険を伴うか

もしれない核実験を実施し、核兵器の性能向上のため科学的データーの収集を

優先すべきだ、と主張する。

第六に、日本は国連総会において軍縮の提案を行いたいようだが、必ずしも

すべての国が軍縮に応じない。西側だけが軍縮しても、共産主義国の中国は軍

縮しないだろう。だから、軍縮提案よりも西側同盟国間で効果的な戦術を強調

するのが先決だ、と指摘する。

マッカーサーは岸との会談を、むしろ冷戦下における米国の同盟国としての

日本に対する軍事の分野への説得の機会だと捉えていた。

岸首相との秘密会談を続けてきたマッカーサー駐日米大使に対し、米国務省

は同年五月八日につぎのようなガイダソスを送っていた２，．

第一点目は、日米の同盟関係をより強固にしようとする際に障害となる要因

について国務省は岸と同じ見解であると伝えること。たとえば、安全と自由の

確保、世界規模の自由貿易の推進、発展途上地域への経済援助の拡大などの点

で両国が一致している、と。だが、日米関係の障害となっていると岸が指摘し

た「日本人の国民感情」だけでなく、米国内の日本に対する感情にも対処する

べきだと主張すること。つまり、国際共産主義運動に対し日本人はあまりに楽

観視すぎるとアメリカ人が感じていることに加えて、製造業や貿易において日

米間の競争が高まっていることの点についての日本人の乏しい理解を指摘すべ

きだというのだ。岸の強調する「日本人の感情」への対応に国務省は苦慮した

鞠Deptel2451（611.94/5-857)；CentmlFile；ＲＧ５９；NationalAmhives．
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ため、「アメリカ人の感情」を取り上げて米国の立場を強化しようと努めてい

た。

ガイダソスの第二点目は、日米間の相違する国際感情の認識、共産主義の脅

威など以外に、米国内にも日本と同様に日米関係を難しくする「アメリカ人の

感情」が存在すると指摘することとされた。たとえば、米国は西側世界の集団

安全保障を確信して人(米軍の海外展開)も金(援助)も投入している。その一方

で、他のアジア諸国とは異なって、西側世界との貿易や援助によって復興し、

経済的繁栄と高い生活水準にある日本が、自由世界と相互に防衛する能力と意

志をもっていないということは、アメリカ人に理解できない。また、サンフラ

ソシスコ講和条約（一九五一年九月八日調印、翌年四月二十八日発効）で明記

されているアメリカの沖縄と小笠原の統治に関し、臨時的な措置だと繰り返し

米国が言明しているにもかかわらず、日本人はアメリカにだけ不満をぶつけて

いる。ソ連が北方領土を一方的に占領しているにもかかわらず、他方で日本人

はソ連に対しては無言だ。この点もアメリカ人には理解できないと述べる。

ガイダソスの第三点目として、日米間の製造業の競争が激化して、米国の製

造業者は市場を日本製品に奪われるのではないかとの不安を抱いていること。

日本は長期的な結果に何らの配慮をも示さずに短期的な利益のみを求めて米国

市場への輸出拡大をめざすだろうと多くのアメリカ人が感じている、と日本の

輸出の増大に対する米国の不安を指摘した。

こうした日米間の障害を乗り越えていく政策と取るべき措置として、ガイダ

ソスは二つの課題を挙げた。ひとつが安全保障と防衛であり、もうひとつが領

土問題であった。

安全保障と防衛について強調されるべきフレーズは「自由(西側)世界への日

本の責任分担の必要性」だ、と強調した。日本自身による防衛力強化へ向けた

努力こそが、米国に対する責任を分担しようとする態度表明の証だとされたの

である。領土については、日本の領土防衛能力の不足を挙げ、サソフランシス

コ講和条約第三条によって日本から切り離された沖縄と小笠原の全面的統治を、
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米国は継続する必要性を強く感じていると述べるぺきだとされた。そして、ガ

イダソスによれば、マッカーサーは岸との会談のなかで特に沖縄について言及

する際には、次のように説明せよと指示していた。岸は米国の統治下にある沖

縄の状況は時間の経過とともに悪化するだろうと考えているようだが、米国占

領開始以後の沖縄の状況は改善されてきたし、さらに沖縄の経済開発が進めば、

より経済成長が見込めろと国務省は判断している。

日本政府と米国政府の理解のあり様に大きな違いがあった。つまり、沖縄の

人々による±地闘争が投げかける米国統治への評価は日米間では全く逆になっ

ていた。岸が日本本土でのナショナリズムを刺激する復帰運動へと連動するか

もしれない土地闘争の政治的側面を重視したのに対し、国務省は経済的自立と

豊さを確保する政策の実施こそが当時の沖縄問題の処理方法だと期待を寄せて

いたのだった。

この沖縄問題に関するマッカーサーへの指示は、東京の米大使館が岸の訪米

に際して、作成したダレス(JohnFosterDulles)国務長官とロバートソソ

(WalterSRobertson)国務次官補（極東担当）宛ての沖縄と小笠原統治に

関し米国のとるべき基本方針を記した文書"からの引用であった。国務省は沖

縄統治の基本方針として、日本が沖縄に対する残存主権（rcsidual

sovereignty）を持っていることを強調して、米国が沖縄を領有する意志のな

いことを繰り返していた。期限を定めることはできないが、米国は岸に対し極

東・太平洋地域における安定と平和が保障されるまで沖縄統治を継続する意志

を明確にしておくべきだ、と国務省は考えていた。それは国務省だけでなく、

沖縄統治に当たる軍部にも共通していた。ここでいう残存主権とは、米国が日

本の主権下の領土である沖縄を統治するけれども、米国は沖縄を領有する（米

国の主権下におく）わけではないという両立しがたい二つの要求を実現するた

aoEmbtel2526（794Ｃ,022/5-757)；cent｢alFile；ＲＧ５９；NationalAにhives．
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めに、サソフラソシスコ講和条約へ米政府代表として出席したダレスが創り出

した概念であった。それこそが日本政府の承認の下で、沖縄を米軍が使うこと

であった。そのダレスが国務長官として一九五七年当時の米外交を引っ張って

いたのである。

岸訪米のために準備された沖縄統治の基本方針を記す文書によれば、軍事基

地と施政権を切り離して沖縄を日本へ返還するという岸の提案について、当時

の国務省は否定的であった。その理由として労働、通貨、通信、士地、公安、

運輸、電力などの部門を具体的に指摘して、軍事的必要性と民間部門とは複雑

に分かちがたく結びついているので、軍事基地の効果的使用のためには施政権

を分離することはできない、と説明した。したがって、岸の唱える返還ではな

く、沖縄で摩擦が起きないようにすることこそが日米間で努力するべきことな

のだ、と主張したのだった。それでも岸が領土回復という民族主義的要求の高

まりを背景にして沖縄返還を求めるようであれば、施政権の返還は、沖縄から

米軍の撤退や削減を求める日本政府への国内政治の圧力がソ連と中国のプロパ

ガソダに増幅されて一層高まるとして、岸を説得する次の手を準備していた。

このように、日本国内の野党勢力や国外の共産主義の影響を引きあいに出す

ことによって、保守政権に揺さぶりをかけるバーゲニソグ・パワーを米国は確

保しようとしていた。

同年五月九日付けの岸提案に対する国務省の対応をまとめた文書'1では、建

設的、積極的姿勢だと評価すべきだと指摘する。その上で、第一に安保条約と

国連との関連について国連憲章第五一条の規定する個別的または集団的自衛権

の基づく旨、そして同憲章第八章で保証される地域的取決めを厳格に守るよう

に明示すること。第二、米軍と自衛隊との合同司令部の設置へ向けた措置を取

ること。第三に、その時点で安保改定について極めて否定的だが、相互防衛に

狐LetterfromHomseytoOckey（794.5/5-957)；centralFile；ＲＧ５９；National
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向けた日本の努力の重要性を唱えること。第四に、安保改定とは切り離して、

安保に関する日米協議の場を設置に向けた肯定的な考えをもっていること。第

五に、米軍内での検討を終えた後であれば、在日米軍基地の全面的見直しにつ

いて日本政府との合同検討会議を持つことにより、これらの基地への日本政府

からの人的、財政的支援を受けるための環境整備となりうる。第六に、米地上

部隊の撤退の最初となる第一騎兵師団の撤退声明は、岸訪米の際に共同コミュ

ニケにおいて行うこと。以上の点について勧告されていた。

おわりに－成果への助走

一九五七年五月八日、参議院内閣委員会において田畑金光（日本社会党）は

岸首相に対し、次の質問をおこなった。「自衛のため最小限必要なものは現行

憲法で認められているのだ、という場合の核兵器の概念というのはどういう内

容か」と問うた。それに対し、岸は、「核兵器の技技術開発が一層進む中で、

研究開発を含めて核兵器という名がつくだけで法違反とするのは解釈の行き過

ぎだ」と回答した。さらに、「憲法九条は自衛権に枠をはめているので、攻撃

用の核兵器を保有できないが、防御用は除かれていると解釈すべきだ」と答え

ている型。

こうした岸の憲法解釈に対し、八木幸吉（第十七控え室）は「自衛の最小限

の必要を政府が認める、あるいは憲法が許すとするならば、戦術的な核兵器を

当然持ちえるのではないか」との質問を投げた。それに対し岸は、憲法解釈と

は別に、「政策論として、私自身の信念は、あくまでもこの原子力部隊（核兵

器を装備した部隊）を日本に駐留せしめる、あるいはたとえ戦術兵器であって

漣前掲『日米安保条約体制史』二八六頁から二八.七頁。
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１lb、それで日本の自衛隊を武装するという意思を私はもっておりません」と考

えている詞。

こうした国会での岸の発言について、外務省は東京の米大使館に対して、岸

自身の個人的見解を述べたに過ぎないし、また自衛隊の核武装をめぐる社会党

との国会演説の一部だと説明していた。だが、東京の米大使館から国務省に送

られた電報鋼は、日本国内の報道を紹介して岸が全ての核兵器を枢評する従来

の立場を変更したと伝えた。また、訪米中に岸が核兵器の持ち込みを米側に譲

歩するのではないかとみる解説記事も同電報で紹介した。

同じ日に、外務省欧米局第二課の安川壮課長（後に、駐米大使）と米大使館

のスナイダー(RichardLSneider、後の仲蝿返還交渉に際して米側の中心的

役割を果たす）との間で、岸の訪米に向けた準備のための昼食会が持たれてい

た。スナイダーが国務省あてに送った「国防および安全保障問題、その他」と

題された報告郵は、この会合での話題を七点にまとめている。米地上部隊の日

本からの撤退、米軍の日本への再入権（Re-entryRights）、日米諮問グルー

プの設置、共産主義の脅威に関する米国新聞についての個人的見解、国防会議

の議題、岸訪米に同行および先行する外務省職員、外務省の人事異動などであっ

た。

これらの中で注目すぺき点は、第一に、米政府は日本政府に対し、岸訪米中

に米地上部隊の日本からの撤退を公表することを伝えていたことである。安川

は公表すれば日本の国民に好ましいイソパクトを与えるだろうと述べていた。

スナイダーは、「地上部隊」というのはすべての陸軍部隊を意味するのではな

く、第一騎兵師団と第三海兵連隊（第三海兵師団本部及び同指揮下の部隊を含

詞前掲『日米安保条約体制史』二八八頁から二八七頁。

劃Embtel2547（711.5611/5-857)iFRUS，1955-1957,VoLXXIII，ｐ､285．
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む)銘を指し、支援、兵たんの陸軍部隊は残る、と細く説明をした。これに対

し安川は、これら二つの部隊が撤退しても、岸政権を窮地に追い込む原子力部

隊の配備を行わないで欲しいと要望した。

第二に、米軍の再入権が日本側から提案されていたことである。それは特定

の基地に限って、緊急時の米軍の再入権を認めることであった。当時、日本に

駐留する米軍、軍人、軍属などの地位についての取り決めとなっていた行政協

定（一九六○年の安保改定と同時に日米地位協定に代わる）を一部改定して、

米軍に対し自衛隊機地の使用を認めるようにすれば米軍の再入権を確保できる、

と安川は提案していた。米軍基地の返還を促進し自衛隊への移管を要求する声

に対応するためにも、外務省は緊急時の自衛隊基地使用の件を案じていると、

安川は述べていた。

第三はγ岸は日米間で安全保障を検討する政府高官レベルでの諮問グループ

の設置に向けて考えている、と安川が伝えた。岸の考えによると、この諮問グ

ループは米軍の配備および撤退、米軍基地に関する主要問題、日本の防衛戦略

および防衛力整備などを話し合うことを目的としていた。安川はこのグループ

設置を岸訪米の目に見える成果として発表できるとの国内政治向けの効果を強

調した。その結果、この諮問グループ設置構想は、岸・アイゼソハワー共同声

明（同年六月二十一日）のなかで日米安全保障委員会の設置として実現する。

ここに岸が訪米において実現したいことが浮かび上がっている。国内政治へ

の米側の強い配廠、つまり、米地上部隊の撤退と日米間で安全保障を論議する

組織の設置などを通して、より対等な日米関係を築くことを求める。と同時に、

第二の提案にみるように米側に緊急時の米軍の再入権（自衛隊基地の使用を認

める）を与えることを、実質的に引き替えにしていたのである。

謎第９海兵連隊は1953～54年にかけて沖縄へ移駐していた。その当時の海兵隊基地は、

川崎，天願，ナソプソジャ，イーズレイ（現キャソプ・ハソセソ），ホワイト・ビーチ

などであった。
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この再入権の提案は、将来において米軍の核兵器の持ち込みについても通用す

るのかどうか、この時点では明らかではない。だが、在日米軍基地を削減し、

行政協定を改定し、緊急時の米軍の再入権を認める取り決めが将来実現すると

き、自衛のための核武装の可能性を認める岸が、たとえ米軍の保有する核兵器

であっても、緊急時でしかも自衛のため（日本有事の際）ならば、核兵器の持

ち込みを認めるであろう、と安易に想像できる。

同年五月十五日の岸との秘密会談説でマッカーサー大使は、国務欄から送ら

れたガイダソスに基づいて彼なりの論理を用いてコメントした。

とりわけ、マッカーサーが強調したのは、第一に、訪米の成果に過剰な期待

を国民に抱かせることを避けるべきだということであった。鏑二に、安全保障

および防衛に関する新しい取り決め（安保条約の改定あるいは新条約への交渉）

と領土問題（沖縄、小笠原の返還）については、極めて難しいと米側の態度を

岸に認織してもらうことであった。

それに対し岸は、防衛問題に関して日本には憲法による制約と平和政策が存

在することを理解して欲しいと述べた。また、日本人が強制退去を余儀なぐら

れた北方領土と異なり、沖縄には同胞が現に住んでおり、米統治下でこれらの

住民が苦労しているのであれば、日本の国民感情は強く反応するのは当然だと

述べた。沖縄の返還について、日本の国内政治が不安定のため実現は困難だと

するマッカーサーの指摘に、岸は同意せざるをえなかった。

こうした岸とマッカーサー二人の秘密会談を通して、岸訪米に向けた日米そ

れぞれの主張を双方が理解することになった。そして五月末には、六月十九日

から二十一日までのワシソトソでの一連の日米会談後に発表される予定の岸と

アイゼソハワー共同声明の草案作りに入っていた。
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